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桶川市議会議員一般選挙における当選の効力に関する 

審査の申立てに対する裁決について 
 

令和６年２月８日付けで提起された令和５年１１月１９日執行の桶川市議会議員

一般選挙（以下、「本件選挙」という。）における当選の効力に関する審査の申立

て（以下「申立て」という。）に対し、県選挙管理委員会は３月２６日に開催した

委員会で申出を棄却する裁決を行い、審査申立人に裁決書を交付したのでお知らせ

します。 

記 

１ 申立人 

  星野 充生 

２ 主文 

  本件申立てを棄却する。 

３ 申立ての趣旨 

  本件選挙における当選人ほそや文人氏（以下、「本件当選人」という。）の当

選を無効とする異議申出に対する桶川市選挙管理委員会の令和６年１月１６日付

けの決定について、審査を求める。 

４ 申立ての理由 

  桶川市選挙管理委員会に申し出た異議申出に対する決定書において一部疑問の

残る又は調査不十分、説明不足と思われる点があり、更なる調査を求める。 

５ 裁決の理由 

  審査申立人の主張には理由がなく、本件当選人が令和５年８月１９日から本件

選挙の期日である同年１１月１９日までの間（以下「本件期間」という。）、引 
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 き続き桶川市内に住所を有していなかったという事実も認められない。 

  したがって、本件当選人の生活の本拠たる住所は、住所認定の判断基準に照ら

し本件期間においては現住所である桶川市内にあると判断するのが相当である。 

６ その他 

  当委員会の裁決に不服のある者は、裁決書の交付を受けた日又は裁決書の要旨

の告示の日から３０日以内に、当委員会を被告として高等裁判所に訴訟を提起す

ることができる。（公職選挙法第２０７条第１項） 

 

  詳細は裁決書のとおりです。 


